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テーマ１

特別支援教育の推進について

特別支援教育とは

（文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」2007年４月１日）

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的
な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人
の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習
上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支
援を行うものである。



テーマ１

特別支援教育の推進について

特別支援教育とは

（文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」2007年４月１日）

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だ
けでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援
を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実
施されるものである。
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特別支援教育の推進について

特別支援教育とは

（文部科学省「特別支援教育の推進について（通知）」2007年４月１日）

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だ
けでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援
を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実
施されるものである。
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就学相談・就学先決定の在り方について

（中央教育審議会「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構
築のための特別支援教育の推進」 2012年７月23日）

就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従
来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保
護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状
況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当で
ある。その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつ
つ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、
学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、
最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。
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区分 障害の程度

自閉症
３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭
く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能
不全があると推定される。

高機能自閉症
３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭
く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わな
いものをいう。また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

学習障害（ＬＤ）
基本的には全般的な知的発達の遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力
のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。その原因として、
中枢神経系に何らかの要因による機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、
情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

注意欠陥多動性障害
（ＡＤＨＤ）

年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社
会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中
枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

アスペルガー症候群 知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。
なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類される。

テーマ５
発達障害の定義（文部科学省）
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人権は、「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する
権利」と定義され、「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有
の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自
由を確保し社会において幸福な生活を営むために欠かすことのでき
ない権利」であると説明されるものである。

人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］2008年

人権とは

人権教育の指導方法等の在り方について
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人権感覚とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権
が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ま
しいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感
知して、それを許せないとするような、価値志向的な感覚
である。

人権感覚とは

人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］2008年

人権教育の指導方法等の在り方について
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性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自
身のそうした状態を秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校に
おいては、日頃より児童生徒が相談しやすい環境を整えていくことが望まれる。
このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マイノリティ」全般につい
ての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その戸籍上
の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由
としている可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄したりしない
こと等が考えられる。

性同一性障害や性的指向・性自認に係る、
児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について

文部科学省「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する
きめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」 2016年
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この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って
部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的
人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないも
のであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、
部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を
明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差
別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

部落差別の解消の推進に関する法律
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この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦
の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住
するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意
識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財
産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の
域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社
会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組の推進に関する法律
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教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿して
おきたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、
教職員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒
やその保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めるこ
と。
(中略)
他方、最終的に医療機関を受診するかどうかは、性同一性障害に係る児童生徒本人やその保護者
が判断することでもある。したがって、児童生徒やその保護者が受診を希望しない場合は、その
判断を尊重しつつ、学校としては具体的な個人情報に関連しない範囲での一般的な助言などを専
門の医療機関に求めることが考えられる。

性同一性障害や性的指向・性自認に係る、
児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について

文部科学省「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する
きめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」 2016年
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インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可
能性がある、どこかに記録が残り完全に消し去ることはできないと
いった、情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラル
を身に付けさせ、将来の新たな機器やサービス、あるいは危険の出
現にも適切に対応できるようにすることが重要である。

情報モラル教育について

小学校学習指導要領解説（平成29年版）総則編」
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